












【遺産整理業務手数料について】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産整理業務手数料の計算例 

相続財産評価額が 1 億 5,000 万円の場合 

（うち、当行とのご契約商品残高が 5,000 万円） 

Ａ：5,000 万円×0.33％＝  165,000 円 

Ｂ：5,000 万円×1.98％＝  990,000 円 

   5,000 万円×1.65％＝  825,000 円   

           合計（税込み）    1,980,000 円 
 

 

 

【指定紛争解決機関（金融ＡＤＲ制度）について】 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産整理業務終了時 遺産整理業務手数料 

当行が定める相続財産評価額に対して 

下段のＡ、Ｂの区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額とします 

Ａ．当行にて契約中の預金、信託商品等の金銭債権および当行で募集・販売・仲介した、投資信託・国債・保険商品・金融商品等 

ならびに南都まほろば証券と預託契約等を締結している有価証券、その他の預託財産（消極財産を含みません）に対して 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.30％（税込み 0.33％） 

Ｂ．上記Ａ．以外の財産に対して 

5,000万円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.80％（税込み 1.98％） 

5,000万円超 1億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.50％（税込み 1.65％） 

1億円超 2億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.00％（税込み 1.10％） 

2億円超 3億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.80％（税込み 0.88％） 

3億円超 5億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.60％（税込み 0.66％） 

5億円超 10億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.40％（税込み 0.44％） 

10億円超の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.30％（税込み 0.33％）                  

ただし、最低手数料は 1,000,000 円（税込み 1,100,000 円）といたします 

 

 

 
 

当行の契約する 

指定紛争解決機関 

（金融ＡＤＲ制度） 

一般社団法人全国銀行協会または一般社団法人信託協会をご利用いただけます。（当業務に関し信託協会では時効中断効はありません。） 

・一般社団法人全国銀行協会     ・一般社団法人信託協会 

 連絡先：全国銀行協会相談室     連絡先：信託相談所 

    電話番号：0570－017－109      電話番号：0120－817335 

03－5252－3772           03－6206－3988 

 






